
バイオハザードとは

バイオハザード対策について

設備基準について

有害な生物（原虫、細菌、リケッチア、ウイルス等）が環境中に漏れることによって発生する災害のことで人間と自然環境に重大な危
険をもたらすような生態異変を起こす可能性があります。

表A　感染症病原体の危険度分類基準

レベル１

個体および地域社会に対する低危険度

⇒ヒトに疾病を起こし、または動物に獣医学的に重要な疾患を起こす可能性のないもの。
　生ワクチンウィルス（ワクシニアと牛疫ワクチン株を除く）、レベル2およびレベル3に属さない細菌類

レベル2

個体に対する中等度危険度、地域社会に対する軽微な危険度

⇒ヒトあるいは動物に病原性を有するが、実験室職員、地域社会、家畜、環境等に対し、重大な災害とならないもの、 
　実験室内で暴露されると重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法、予防法があり、伝播の可能性は低いもの。
　ワクシニアウィルス、インフルエンザウィルス、ブドウ球菌、サルモネラなど。

レベル3

個体に対する高い危険度、地域社会に対する低危険度

⇒ヒトに感染すると重篤な疾患を起こすが、他の個体への伝播の可能性は低いもの。
　A型インフルエンザウィルス強毒株（H5N1、H7N7亜型）、ヒト免疫不全ウィルス、ペスト菌など。

レベル4

個体および地域社会に対する高い危険度

⇒人または動物に感染すると重篤な疾患を起こし、罹患者から他の個体への伝播が、直接または間接に起こりやすいもの。
　エボラウィルス、マールブルグウィルス、天然痘ウィルス、黄熱ウィルスなど。

バイオハザード対策の基本は、病原体の危険度（表A）に応じて、ヒトが感染・発症する確率を一定レベル以下に低減させることです。
そのため取り扱う病原体の危険性や感染の過程を認識し、知識と技術を備えること、安全性確保のための実験手段、施設等に基準・指
針を定めることが重要となります。 

病原体を取り扱う実験室は、バイオセーフティレベル（※１）に応じて4レベルあり（表B参照）、基準実験室（BSL1、BSL2）、安全実験室
（BSL3）、高度安全実験室（BSL4）の3レベルに大別されています。各室は機密構造で、レベルによって段階的に室内圧力を低くしてい
くことで、気流を一定方向に維持し、生じたエアロゾル（※2）を密閉空間に閉じ込め、HEPAフィルターで吸着除去します。

※１： 細菌・ウィルスなどの病原体を取り扱う実験室の分類で、以前は「物理的封じ込めレベル」とも呼ばれていましたが、現在では一般
的にBio Safty Levelを略してBSLと呼ばれています。

※２： 空気中に浮遊する微小な液体または固体の粒子のこと。その生成過程の違いから粉塵（dust）やヒューム（fume）、ミスト（mist）な
どとも呼ばれます。

表B　バイオハザード対策封じ込め設備基準
バイオ

セーフティレベル

物理的封じ

込めレベル
病原体 設備内容

BSL1 P1 1～2 実験中は扉、窓を閉める。

BSL2 P2 2～3

エアロゾルの発生する実験に限り、クラスⅠ又はⅡバイオハザードキャビネットを

使用する。

オートクレーブを設ける。

実験中は資格者以外の立ち入りを禁止する。

実験中は扉、窓を閉める。

BSL3 P3 3

実験操作はクラスⅠ又はⅡバイオハザードキャビネットを使用する。

オートクレーブを設ける。

窓は密閉構造とする。

出入口は2重扉とする（自動的に閉じる構造）。

実験室内全体を陰圧にし、排気はろ過などで処理する。

前室（更衣室）を設ける。

実験中は扉、窓を閉める。

実験中は資格者以外の立ち入りを禁止する。

BSL4 P4 4

実験操作はクラスⅢバイオハザードキャビネットを使用する。

オートクレーブを設ける。窓は密閉構造とする。

実験室内全体を陰圧にし、給気装置、逆流防止装置には故障警報を備える。

出入口は2重扉とし、エアロック方式とする。前室（更衣室、シャワー室）を設ける。

排気、循環ともにHEPAフィルターを使用する。入室者の制限を行う。

実験中は資格者以外の立ち入りを禁止する。

床、天井、壁は洗浄、燻蒸に耐え、昆虫、げっ歯類の侵入を防止する構造とする。

独立した建物又は他の区域とサポート域で隔離された区画とする。

手洗い装置を設置する。

実験台

開放試室

設備

着替え室
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オープン式
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←バイオハザードのマーク
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バイオハザード対策キャビネットの規格

■ バイオハザード対策キャビネットの分類

■ バイオハザード対策キャビネットクラス分類表（米国NSF規格 No.49-2002）

バイオハザード対策キャビネットは、米国NSF規格（No.49-2002） 、JIS K 3800に規格されています 。取扱う微生物の危険度によりク

ラスⅠ～Ⅲに分類されます。それらの概要を下表に示します。クラスⅡ型は、JIS規格に基づき、型式認定制度が実施されています。

クラス
Ⅰ　型

Ⅱ　型
Ⅲ　型

項　目 タイプA1（旧タイプA） タイプA2（旧B3） タイプB1 タイプ2（全排気）

封じ込め 気流により作業台内部からの拡散防止、及びHEPAフィルターにより排気のろ過
完全密閉構造であり
物品の出入れはパス
ボックスによる

前面パネル構造 開放性（ハネ上げ式または、上下スライドシャッター式）
密閉の為グローブを
通して使用

バイオセーフティー

レベル

（BSL＝ウイルス

一般病原体の

危険度分類）

BSL 1～3 BSL 3～4

使用目的

・ 作業者と環境に対す
る安全対策

・ 無菌操作を必要とし
ない作業

・ 前面開口部の流入空気により作業者の感染防止
・ HEPAフィルターからの無菌空気により、実験物の無菌操作及び試料間の相互汚染防止
・ HEPAフィルターより排気をろ過し、環境の保護

・ 作業者及び環境を
危険物から完全に保
護する

・ 最高危険度の実験
・ 操作が可能

（ケミカルハザード）有害化学薬品、放射性物質を用いる時は、専用に設計されたクラスⅡ型を使用する

揮発性有害化学薬品、
放射性物質の使用不可

少量の揮発性有害化学薬品、放射性物質
の使用可

揮発性有害化学薬品、
放射性物質の使用可

汚染チャンバー 特に規定無し
汚染陽圧部が存在し
ても良い（但し、リーク
試験耐圧構造のこと）

汚染部は陰圧であること、もしくは汚染陽圧部が全て陰圧に囲ま
れていること

気密構造とし、1 2 0
PA以上の陰圧を維持
すること

向
方
流
気

前面流入空気 空気の循環がないこと
平均流入風速0.38
m/s以上であること

平均流入風速0.5m/s以上であること 無し

給　気 なし HEPAフィルターにてろ過された空気
HEPAフィルターにて浄
化した無菌空気（オール
フレッシュ式）

排　気

HEPAフィルターにて
ろ過し、排気する

（オールフレッシュ式）
HEPAフィルターにてろ過され排気される、一部は循環する。

二重HEPAにてろ過す
るか、HEPA+燃焼

従来は屋外排気だが
室内排気も可

室内排気もしくは、排気フード使用による屋外排気 単独陰圧ダクトによる、屋外排気

有害化学薬品等使用時は排気処理が必要

■ クラスⅡバイオハザード対策用キャビネットの3大性能

■ 定期点検について

設置後は定期的（少なくても年１回）に検査し、安全性を確認することが重要となります。調整範囲を越えた場合は、HEPAフィル

ターの交換などが必要です。

作業者の保護 試料の保護 資料間の相互汚染防止

作業者から汚染エ

アロゾルが漏洩し

ないこと

作業室へ汚染エ

アロゾルが流入せ

ず、無菌を維持す

ること

作業室内で複数の

試料を取り扱う場

合、試料間で相互

に汚染が

ないこと

HEPAHEPA

HEPAHEPA

汚染エアロゾルの漏洩防止汚染エアロゾルの漏洩防止
エアーバリア
を形成
エアーバリア
を形成

HEPAHEPA

HEPAHEPA

汚染エアロゾルの流入防止汚染エアロゾルの流入防止
エアーバリア
を形成
エアーバリア
を形成

HEPAHEPA

HEPAHEPA

試料間の相互汚染防止試料間の相互汚染防止

風速バランス

■ 試験項目

①風速・風量検査

②密閉度試験

③HEPAフィルターの漏洩試験

④接地抵抗試験（オプション）

⑤照度（オプション）

⑥シンクの漏洩（オプション）

現場検査（年１回の検査が必要とされます）

①HEPAフィルターの漏洩

②気流バランス（細菌試験） 　

　作業者保護、試料保護、相互保護

③風速・風量試験

④温度上昇

⑤騒音

⑥照度

⑦振動

⑧安定度試験

　ねじれ、転倒、傾き

⑨シンクの漏洩

⑩接地抵抗

密閉度試験

HEPAフィルターにて
ろ過し、全量排気する
（オールフレッシュ式）
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